
腎臓リハビリテーションガイドライン講習会によせられた質問への回答 

 

2022 年 7 月の腎臓リハビリテーションガイドライン講習会には多くの皆様にご参加い

ただきありがとうございます。講習会中あるいはその後によせられました質問の中で、

診療報酬に関わることを中心に回答いたします。 

今回の回答が実際の診療報酬改定内容の解釈と齟齬が生じる可能性があります。

疑問点が生じたら、管轄の地方厚生局へお問い合わせいただき、指示に従って下さ

い。 

尚、日本腎臓リハビリテーション学会は、日本中の透析施設が CKD 患者さんの社会

参加と社会に貢献するための手助けをして頂きたいと考えています。包括的腎臓リハ

ビリテーションを保険診療で評価して頂くために、その方法論を 10 年間に渡り厚労省

と協議を重ねてまいりました。その結果が今回の『透析時運動指導等加算』です。認

めて頂くのに長期間を要しましたが、学会としてお願いしてきた事の一部が認められ

たにすぎません。しかし、今回の診療報酬が今後の更なる発展につながることを強く

期待しております。厚労省も包括的腎臓リハビリテーションの重要性を理解して頂い

ています。今後も時間はかかりますが、地道に折衝を重ね進むべきと考えています。 

今回の診療報酬は『加算』であり、従来のリハビリテーション料とは概念が全く異なり、

心臓リハビリテーションの集団療法とも異なります。加算とは、ある医療行為があって、

同時に更なる医療行為を実施した時にプラスの点数を付ける事です。即ち、一人の

患者さんに透析という医療行為を実施した際に、同時に運動指導等を行ったら透析

の医療行為に対する点数に加えて、運動指導等として加算（75 点）を請求できるもの

です。 

既に疾患別リハビリテーションが算定可能な施設は、そちらを優先してください。今回

の診療報酬は疾患別リハビリテーションを算定できない施設を対象に算定する事を

想定しています。 

多くの質問を頂いていますが、重複するものも多く下記にまとめています。厚労省か

ら出された文章に対する日本腎臓リハビリテーション学会としてのコメントであり、必

ずしも全てが厚労省の解釈とは一致するものではない事をご承知おき下さい。 

 

 

  



 

「透析時運動指導等加算の算定要件の概要」 

・人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、

療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、 

当該指導を開始した日から起算して 90 日を限度として、75 点を所定点数に加算する。 

 

・透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具

体的指示を受けた当該研修を受講した看護師が 1 回の血液透析中に、連続して 20 分以

上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる。 

実施した指導等の内容を実施した医師本人又は指導等を実施した理学療法士等から報告を

受けた医師が診療録に記録すること。入院中の患者については、当該療法を担当する医

師、理学療法士又は作業療法士の 1 人当たりの患者数は 1 回 15 人程度、当該療法を

担当する看護師の 1 人当たりの患者数は 1 回 5 人程度を上限 とし、入院中の患者以外 

の患者については、それぞれ、1 回 20 人程度、1 回 8 人程度 を上限とする。 

 

・指導等に当たっては、日本腎臓リハビリテーション学会「腎臓リハビリテーションガイ

ドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照すること 。 

 

・指導を行う室内に心電図モニター、経皮的動脈血酸素飽和度を測定できる機器及び血圧

計を指導に当たって必要な台数有していること。また、同室内に救命に必要な器具及びエ

ルゴメータを有していることが望ましい。 

 

・当該加算を算定した日については、疾患別リハビリテーション料は別に算定できない。 



質問に対する日本腎臓リハビリテーション学会からのコメント 

2022 年 9 月 

＜指導期間について＞ 

１．90 日間とは指導開始日から 90 日間であり、透析日のみの 90 日ではありません。 

２．90 日間の中で外来、入院があっても通算して 90 日間で算定期間は終了します。 

３．90 日間の中で施設が変わっても算定可能です。算定期間は最初の施設の開始日から 90

日間です。 

４．2 回目の 90 日間指導の算定の可否は不明です。 

５．90 日間の設定根拠は当学会では不明であり、今後検証が必要です。 

 

＜指導者について＞ 

１．今回の加算で指導可能な職種は医師、看護師、理学療法士、作業療法士です。 

２．指導加算を算定するには、日本腎臓リハビリテーション学会が実施した腎臓リハビリテ

ーションガイドライン講習会の受講証を取得するか、もしくは日本腎臓リハビリテーショ

ン学会認定の腎臓リハビリテーション指導士資格を有するか、いずれかが必要です。 

３．既に腎臓リハビリテーション指導士の資格を有する方は腎臓リハビリテーションガイ

ドライン講習会の受講は必須ではありません。ただし運動指導等加算の指導ができる職種

は医師、看護師、理学療法士、作業療法士です。 

４．講習会受講証の有効期間は腎臓リハビリテーション指導士の認定期間を超えないとい

う認識です。今回の受講を契機に今後腎臓リハビリテーション療養指導士取得をぜひご検

討ください。 

 

＜指導内容について＞ 

１．対象者は慢性血液透析患者と認識しています。急性血液浄化療法中の患者や腹膜透析患

者は今回の算定の対象外と考えます。 

２．運動指導等に関する同意書の取得、リハビリテーション処方箋や指示書、実施計画書の

作成は不要と考えます。 

３．指導時は医師が医療機関内にいる必要があります。 

４．指導資格認定者が不在の日は算定できません。透析中の運動実施中は指導資格認定者が

ベッドサイドにいる事が望ましいです。 

５．指導ごとに、医師が血液透析中に運動指導等を 20 分以上実施した内容をカルテに記載

する必要があります。所定の書式はありませんが運動処方に相当するような内容があると

わかりやすいと思います。実施時刻も記載する方が望ましいと考えます。 

６．運動指導等には、運動方法の説明、運動の実施、運動に係わる療養指導などが含まれま

す。 



７．今回の加算では血液透析中に実施した運動指導等が対象となります。血液透析以外の時

間帯は対象ではありません。 

８．複数の患者を同時に指導する場合は前述「透析時運動指導等加算の算定要件の概要」を

参照ください。 

９．運動効果を出すためにはある程度以上の負荷（強度、時間、頻度）が必要です。単に運

動をしただけで効果が出るわけではありません。個々の症例に最適な負荷量の決定が必要

です。そのために可能であれば CPX を実施することが望ましいと考えます。 

１０．算定に当たり予め必要な検査は規定されていませんが、少なくとも、指導前後の筋力

測定や歩行速度・距離など指導効果の有無のチェックは必要と考えます。評価項目に関して

は講習会で確認してください。 

１１．EMS などの電気刺激のみの実施での算定は難しいと考えます。 

 

<他のリハビリテーションについて＞ 

１．当該加算は、既存の疾患別リハビリテーションには該当しません。 

２．当該加算を算定した日については、その症例に疾患別リハビリテーション料は別に算定

できません。 

３．基本的には透析日に介護保険を利用したリハビリテーションサービスは利用できませ

ん。非透析日に介護保険を利用したリハビリテーションサービスを受けている方で透析日

に今回の加算算定は可能です。 

 

以上 

 


